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(57)【要約】
【課題】放熱性を改良した電子機器を提供する。
【解決手段】電子機器は、液晶パネルと、前記液晶パネ
ルの後方で、前記液晶パネルと向かい合った導光体と、
前記液晶パネルの前方を覆った金属製で枠状のフロント
カバーと、前記導光体の後方を覆った金属製のバックカ
バーと、前記フロントカバーと前記バックカバーとの間
の位置で、前記フロントカバーと前記バックカバーとに
当接して設けられるとともに、前記導光体の側面と向か
い合った金属製の中間部材と、前記中間部材の内面に密
着して設けられるとともに、複数のＬＥＤが実装された
基板と、を備えた。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液晶パネルと、
　前記液晶パネルの後方で、前記液晶パネルと向かい合った導光体と、
　前記液晶パネルの前方を覆った金属製で枠状のフロントカバーと、
　前記導光体の後方を覆った金属製のバックカバーと、
　前記フロントカバーと前記バックカバーとの間の位置で、前記フロントカバーと前記バ
ックカバーとに当接して設けられるとともに、前記導光体の側面と向かい合った金属製の
中間部材と、
　前記中間部材の内面に密着して設けられるとともに、複数のＬＥＤが実装された基板と
、
　を備えた電子機器。
【請求項２】
　前記液晶パネルと前記フロントカバーとの間に介在された第１断熱材と、
　前記液晶パネルと前記中間部材との間に介在された第２断熱材と、
　を備えた請求項１に記載の電子機器。
【請求項３】
　液晶パネルと、
　前記液晶パネルの後方で、前記液晶パネルと向かい合った導光体と、
　前記導光体の後方を覆った金属製のバックカバーと、
　前記液晶パネルの前方を覆った枠状の前方部と、前記バックカバーと当接されるととも
に前記導光体の側面と向かい合った側面部と、を有した金属製のフロントカバーと、
　前記側面部の内面に密着して設けられるとともに、複数のＬＥＤが実装された基板と、
　を備えた電子機器。
【請求項４】
　前記液晶パネルと前記前方部との間に介在された第１断熱材と、
　前記液晶パネルと前記側面部との間に介在された第２断熱材と、
　を備えた請求項３に記載の電子機器。
【請求項５】
　第１面と、この第１面とは反対側に設けられた第２面とを有した液晶パネルと、
　前記液晶パネルの前記第２面側で、前記液晶パネルと向かい合った導光体と、
　前記液晶パネルの前記第１面側を覆った金属製で枠状の第１カバーと、
　前記液晶パネルの前記第２面側から前記導光体を覆った覆部と、前記第１カバーと当接
されて前記導光体の側面と向かい合った側面部と、を有した金属製の第２カバーと、
　前記側面部の内面に当接され、複数のＬＥＤが実装された基板と、
　を備えた電子機器。
【請求項６】
　前記液晶パネルと前記第１カバーとの間に介在された第１断熱材と、
　前記液晶パネルと前記側面部との間に介在された第２断熱材と、
　を備えた請求項５に記載の電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、液晶パネルを有した電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　テレビ等の電子機器において、液晶パネルのバックライト（光源）としてＬＥＤを採用
した商品が市場で主流になりつつある。また、近年、各部品メーカから様々な種類のＬＥ
Ｄが供給され、バックライト用の高輝度のＬＥＤも多数供給されている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－２６９１６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　一方、光源周辺に蓄積された熱を外部に円滑に放出することが重要であることは、現在
でも変わりはない。このため、このような放熱性の改良に対するニーズが存在していた。
【０００５】
　本発明は、放熱性を改良した電子機器を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　実施形態の電子機器は、液晶パネルと、前記液晶パネルの後方で、前記液晶パネルと向
かい合った導光体と、前記液晶パネルの前方を覆った金属製で枠状のフロントカバーと、
前記導光体の後方を覆った金属製のバックカバーと、前記フロントカバーと前記バックカ
バーとの間の位置で、前記フロントカバーと前記バックカバーとに当接して設けられると
ともに、前記導光体の側面と向かい合った金属製の中間部材と、前記中間部材の内面に密
着して設けられるとともに、複数のＬＥＤが実装された基板と、を備えた。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】第１の実施形態にかかる電子機器の一例であるテレビを示した正面図。
【図２】図１に示すテレビを分解して示した斜視図。
【図３】図１に示すＦ３－Ｆ３線に沿った断面図。
【図４】第２の実施形態にかかる電子機器の一例であるテレビを示した断面図。
【図５】第３の実施形態にかかる電子機器の一例であるテレビを示した断面図。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、図１から図３を参照して、電子機器の一例であるテレビの実施形態について説明
する。図１に示すように、本実施形態にかかるテレビ１１は、長方形の外観を有した薄型
の表示装置である。図１に示すように、テレビ１１は、本体１２と、本体１２を支持する
スタンド１３と、を備えている。
【０００９】
　図１から図３に示すように、テレビ１１は、第１面２１Ａおよび第２面２１Ｂを有した
液晶パネル２１と、液晶パネル２１の後方（第２面２１Ｂ側）に設けられた板状の導光体
２２と、液晶パネル２１の前方（第１面側２１Ａ）を覆った金属製で枠状のフロントカバ
ー（第１カバー）２３と、導光体２２の後方（第２面２１Ｂ側）を覆った金属製のバック
カバー（第２カバー）２４と、フロントカバー２３とバックカバー２４との間の位置に設
けられた金属製の中間部材（ミドルフレーム）２５と、中間部材２５の内面に密着して設
けられた基板２６と、フロントカバー２３、バックカバー２４、および中間部材２５を固
定する固定部材の一例である第１ねじ２７と、コントロール基板２８およびＬＥＤドライ
バ基板２９と、コントロール基板２８を覆う方形の第１シールドケース３１と、ＬＥＤド
ライバ基板２９を覆う方形の第２シールドケース３２と、液晶パネル２１とフロントカバ
ー２３との間に介在された第１断熱材３３と、液晶パネル２１と中間部材２５との間に介
在された第２断熱材３４と、中間部材２５と導光体２２との間に介在された第３断熱材３
５と、を備えている。
【００１０】
　液晶パネル２１は、例えば２枚のガラス板を貼り合わせて形成されており、内部に液晶
が封入されている。また、液晶パネル２１の前面と後面には、それぞれ図示しない偏光板
が貼り付けられている。図２に示すように、液晶パネル２１は、ゲートドライバ３６と、
ソースドライバ３７と、ソース基板３８と、を含んでいる。
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【００１１】
　フロントカバー２３は、金属材料、例えば熱伝導性の良好なアルミニウム合金によって
枠状に形成されている。図１に示すように、フロントカバー２３は、各辺を構成した計４
個の棒状の部材４１を、枠状をなすように連結して形成される。棒状の部材４１は、それ
ぞれ断面略「Ｌ」字形をなしている。
【００１２】
　バックカバー２４は、金属材料、例えばアルミニウム合金によって形成されている。中
間部材２５は、金属材料、例えばアルミニウム合金によって形成されている。
【００１３】
　図２に示すように、中間部材２５は、液晶パネル２１の各辺に対応して計４個で構成さ
れ、それぞれ断面略「Ｌ」字形で棒状をなしている。図３に示すように、各中間部材２５
は、導光体２２の側面２２Ａと向かい合っており、フロントカバー２３とバックカバー２
４とに当接するように設けられている。中間部材２５は、液晶パネル２１および導光体２
２と略平行な方向に突出した突出部３０を有している。突出部３０は、突出部３０とバッ
クカバー２４との間に導光体２２を保持したり、突出部３０とフロントカバー２３との間
に液晶パネル２１を保持したりしている。
【００１４】
　基板２６は、導光体２２の側面２２Ａと向かい合うように設けられている。基板２６は
、例えば、アルミニウム合金等で形成された板状の基材４２（ベース）と、基材４２の一
方の面に設けられ絶縁層と銅箔層とが交互に積層した配線部４３と、配線部４３の表面に
設けられたバックライト用のＬＥＤ４４と、を有している。バックライト用のＬＥＤ４４
は、半導体素子４５と、半導体素子４５の表面に設けられるとともに蛍光体を含んだ封止
部材４６と、を含んでいる。バックライト用のＬＥＤ４４は、配線部４３の表面に複数個
、横並びに設けられている。基材４２は、第２ねじ４７によって中間部材２５の内面に固
定されている。
【００１５】
　第１断熱材３３は、例えばゴムシートで構成されており、液晶パネル２１とフロントカ
バー２３とが衝突するのを防止する緩衝材を兼ねている。また、第２断熱材３４は、例え
ばゴムシートで構成されており、液晶パネル２１と中間部材２５の突出部３０とが衝突す
るのを防止する緩衝材を兼ねている。第３断熱材３５は、例えばゴムシートで構成されて
おり、中間部材２５の突出部３０と導光体２２とが衝突するのを防止する緩衝材を兼ねて
いる。
【００１６】
　導光体２２は、液晶パネル２１と向かい合って設けられている。導光体２２は、例えば
、板状の導光板５１と、導光板５１の前方に設けられたプリズムシート５２と、プリズム
シート５２の前方に設けられた偏光シート５３と、導光板５１の後方に設けられた反射シ
ート５４と、を有している。導光体２２は、導光板５１、プリズムシート５２、偏光シー
ト５３、および反射シート５４を重ね合わせて構成されている。なお、本実施形態では、
導光体２２は、合計４枚のシートで構成されているが、他の種類のシートをさらに含んで
いても良いし、枚数が少なくても構わない。
【００１７】
　図３に示すように、ＬＥＤ４４から照射された光は、導光板５１の内部に照射され、プ
リズムシート５２、偏光シート５３を通過して、液晶パネル２１を後方から照らすことが
できる。また、導光板５１の内部に照射された光のうち、後方に向かって照射された光は
、反射シート５４で反射されて、プリズムシート５２、偏光シート５３を通過して、液晶
パネル２１を後方から照らすことができる。これによって、液晶パネル２１において画像
が表示される。
【００１８】
　本実施形態では、テレビ１１を組み立てる際には、まず、フロントカバー２３を枠状に
組み立てる。そして、フロントカバー２３に液晶パネル２１をはめ込むようにする。この
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液晶パネル２１に重ねて中間部材２５を配置する。この中間部材２５の内面には、バック
ライト用のＬＥＤ４４を実装した基板２６が予め第１ねじ２７で固定されている。さらに
、中間部材２５の突出部３０に重ねて導光体２２を配置する。最後に導光体２２に重ねて
バックカバー２４を配置し、第１ねじ２７によってフロントカバー２３、バックカバー２
４、中間部材２５を固定する。そして、バックカバー２４に、コントロール基板２８、Ｌ
ＥＤドライバ基板２９、第１シールドケース３１、および第２シールドケース３２、を固
定して本体１２の組み立てが完了する。そして、この本体１２にスタンド１３を取り付け
てテレビ１１が完成する。
【００１９】
　第１の実施形態によれば、テレビ１１は、液晶パネル２１と、液晶パネル２１の後方で
、液晶パネル２１と向かい合った導光体２２と、液晶パネル２１の前方を覆った金属製で
枠状のフロントカバー２３と、導光体２２の後方を覆った金属製のバックカバー２４と、
フロントカバー２３とバックカバー２４との間の位置で、フロントカバー２３とバックカ
バー２４とに当接して設けられるとともに、導光体２２の側面２２Ａと向かい合った金属
製の中間部材２５と、中間部材２５の内面に密着して設けられるとともに、複数のＬＥＤ
４４が実装された基板２６と、を備える。
【００２０】
　一般に、バックライト用のＬＥＤ４４の熱がカバー内部に蓄積されると、当該熱が液晶
パネル２１に伝えられて、液晶パネル２１に悪影響を及ぼす可能性がある。具体的には、
液晶パネル２１に熱が加えられると、内部の液晶の動き（反応性）が良くなり、液晶パネ
ル２１のうち熱が加えられた部分の画像にムラを生じたりする。また、液晶パネル２１の
前面と後面とにそれぞれ張り合わされた偏光板において熱膨張を生ずることがあり、その
結果、偏光板が所望の機能を果たさなくなる恐れがある。
【００２１】
　上記構成によれば、ＬＥＤ４４から発生した熱を金属製の中間部材２５に逃がすことが
できる。また、中間部材２５は、金属製のフロントカバー２３と、金属製のバックカバー
２４とに当接されているため、中間部材２５に伝えられたＬＥＤ４４からの熱を、フロン
トカバー２３およびバックカバー２４にも伝達させることができる。これによって、ＬＥ
Ｄ４４から発生した熱をフロントカバー２３、バックカバー２４、中間部材２５に拡散で
きるとともに、フロントカバー２３、バックカバー２４、中間部材２５においてその熱を
外界に放出することができる。このため、ＬＥＤ４４の熱が内部に蓄積されて、液晶パネ
ル２１等に悪影響を及ぼすことを極力防止することができる。
【００２２】
　また、テレビ１１は、液晶パネル２１とフロントカバー２３との間に介在された第１断
熱材３３と、液晶パネル２１と中間部材２５との間に介在された第２断熱材３４と、を備
える。この構成によれば、ＬＥＤ４４からの熱がフロントカバー２３および中間部材２５
を介して液晶パネル２１に伝達されてしまうことを極力防止することができる。
【００２３】
　続いて、図４を参照して、電子機器の一例であるテレビの第２の実施形態について説明
する。第２の実施形態のテレビ１１は、フロントカバー２３と中間部材２５とが一体にな
っている点、および中間部材２５が省略されている点で第１の実施形態のものと異なって
いるが、他の部分は第１の実施形態と共通している。このため、主として異なる部分につ
いて説明し、共通する部分については共通の符号を付して説明を省略する。テレビ１１は
、図１に示す第１の実施形態のものと同様の外観を有する。
【００２４】
　フロントカバー（第１カバー）２３は、液晶パネル２１の前方を覆った枠状の前方部２
３Ａと、導光体２２の側面２２Ａと向かい合った側面部２３Ｂと、を有している。フロン
トカバー２３は、金属材料、例えば熱伝導性の良好なアルミニウム合金によって形成され
ている。側面部２３Ｂは、バックカバー２４と当接されている。側面部２３Ｂは、液晶パ
ネル２１および導光体２２と略平行な方向に突出した突出部３０を有している。突出部３
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０は、突出部３０とバックカバー２４との間に導光体２２を保持したり、突出部３０と前
方部２３Ａとの間に液晶パネル２１を保持したりできる。
【００２５】
　フロントカバー２３は、各辺を構成した計４個の棒状の部材４１を、枠状をなすように
連結して形成される。
【００２６】
　基板２６は、側面部２３Ｂの内面に密着して設けられている。基板２６は、導光体２２
の側面２２Ａと向かい合っている。基板２６は、第２ねじ４７によって側面部２３Ｂに固
定されている。基板２６の構造は、第１の実施形態と同様である。
【００２７】
　第１断熱材３３は、液晶パネル２１とフロントカバー２３の前方部との間に介在されて
いる。第２断熱材３４は、液晶パネル２１と側面部２３Ｂの突出部３０との間に介在され
ている。第３断熱材３５は、側面部２３Ｂの突出部３０と導光体２２との間に介在されて
いる。
【００２８】
　本実施形態では、フロントカバー２３を枠組みする際には、枠の内側に液晶パネル２１
をはめ込むようにする。フロントカバー２３が枠組みされた状態において、液晶パネル２
１は、前方部２３Ａと突出部３０との間の位置に保持される。このフロントカバー２３に
対して導光体２２およびバックカバー２４を取り付けて、テレビ１１の本体１２の組み立
てが完了する。この本体１２にスタンド１３を取り付けてテレビ１１が完成する。
【００２９】
　第２の実施形態によれば、テレビ１１は、液晶パネル２１と、液晶パネル２１の後方で
、液晶パネル２１と向かい合った導光体２２と、導光体２２の後方を覆った金属製のバッ
クカバー２４と、液晶パネル２１の前方を覆った枠状の前方部２３Ａと、バックカバー２
４と当接されるとともに導光体２２の側面２２Ａと向かい合った側面部２３Ｂと、を有し
た金属製のフロントカバー２３と、側面部２３Ｂの内面に密着して設けられるとともに、
複数のＬＥＤ４４が実装された基板２６と、を備える。
【００３０】
　この構成によれば、ＬＥＤ４４から発生した熱を金属製のフロントカバー２３の側面部
２３Ｂに逃がすことができる。また、側面部２３Ｂは、金属製のバックカバー２４に当接
されているため、側面部２３Ｂに伝えられたＬＥＤからの熱を、バックカバー２４および
フロントカバー２３の前方部２３Ａにも伝達させることができる。これによって、ＬＥＤ
４４から発生した熱をフロントカバー２３およびバックカバー２４に拡散できるとともに
、当該熱をフロントカバー２３およびバックカバー２４において外界に放出することがで
きる。このため、ＬＥＤ４４の熱が内部に蓄積されて、液晶パネル２１等に悪影響を及ぼ
すことを極力防止することができる。
【００３１】
　続いて、図５を参照して、電子機器の一例であるテレビの第３の実施形態について説明
する。第３の実施形態のテレビ１１は、バックカバー２４と中間部材２５とが一体になっ
ている点、および中間部材２５が省略されている点で第１の実施形態のものと異なってい
るが、他の部分は第１の実施形態と共通している。このため、主として異なる部分につい
て説明し、共通する部分については共通の符号を付して説明を省略する。テレビ１１は、
図１に示す第１の実施形態のものと同様の外観を有する。
【００３２】
　バックカバー（第２カバー）２４は、液晶パネル２１の後方（第２面側２１Ｂ）を覆っ
た板状の後方部（覆部）２４Ａと、導光体２２の側面２２Ａと向かい合った側面部２４Ｂ
と、を有している。バックカバー２４は、金属材料、例えば熱伝導性の良好なアルミニウ
ム合金によって形成されている。側面部２４Ｂは、フロントカバー（第１カバー）２３と
当接されている。側面部２４Ｂは、液晶パネル２１および導光体２２と略平行な方向に突
出した突出部３０を有している。突出部３０は、突出部３０と後方部（覆部）２４Ａとの
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間に導光体２２を保持したり、突出部３０とフロントカバー２３との間に液晶パネル２１
を保持したりできる。
【００３３】
　基板２６は、側面部２４Ｂの内面に密着して設けられている。基板２６は、導光体２２
の側面２２Ａと向かい合っている。基板２６は、第２ねじ４７によって側面部２４Ｂに固
定されている。基板２６の構造は、第１の実施形態と同様である。
【００３４】
　第１断熱材３３は、液晶パネル２１とフロントカバー２３との間に介在されている。第
２断熱材３４は、液晶パネル２１と側面部２４Ｂの突出部３０との間に介在されている。
第３断熱材３５は、側面部２４Ｂの突出部３０と導光体２２との間に介在されている。
【００３５】
　本実施形態では、バックカバー２４は、例えば、その幅方向Ｗにおける中間部において
、第１の部分と第２の部分とに２分割されている。バックカバー２４を組み立てる際には
、予め側面部２４Ｂの突出部３０と後方部２４Ａとの間の位置に導光体２２を嵌め入れた
状態で、第１の部分と第２の部分とを例えばねじ等で固定して、一体のバックカバー２４
を構成する。その後、この一体のバックカバー２４に液晶パネル２１を装着するとともに
、液晶パネル２１に重ねてフロントカバー２３を配置する。第１ねじ２７によってバック
カバー２４とフロントカバー２３とを固定することで、テレビ１１の本体１２が完成する
。この本体１２にスタンド１３を取り付けてテレビ１１が完成する。
【００３６】
　第３の実施形態によれば、テレビ１１は、液晶パネル２１と、液晶パネル２１の後方で
、液晶パネル２１と向かい合った導光体２２と、液晶パネル２１の前方を覆った金属製で
枠状のフロントカバー２３と、導光体２２の後方を覆った後方部２４Ａと、フロントカバ
ー２３と当接されるとともに導光体２２の側面２２Ａと向かい合った側面部２４Ｂと、を
有した金属製のバックカバー２４と、側面部２４Ｂの内面に密着して設けられるとともに
、複数のＬＥＤ４４が実装された基板２６と、を備える。
【００３７】
　この構成によれば、ＬＥＤ４４から発生した熱を金属製のバックカバー２４の側面部２
４Ｂに逃がすことができる。また、側面部２４Ｂは、金属製のフロントカバー２３に当接
されているため、側面部２４Ｂに伝えられたＬＥＤ４４からの熱を、フロントカバー２３
および後方部２４Ａにも伝達させることができる。これによって、ＬＥＤ４４から発生し
た熱をフロントカバー２３およびバックカバー２４に拡散できるとともに、当該熱をフロ
ントカバー２３およびバックカバー２４において外界に放出することができる。このため
、ＬＥＤ４４の熱が内部に蓄積されて、液晶パネル２１等に悪影響を及ぼすことを極力防
止することができる。
【００３８】
　電子機器は、上記実施形態に示したテレビ１１に限定されるものではなく、例えば、ポ
ータブルコンピュータや携帯電話機、書籍や画像等を電子的に表示する電子ブックリーダ
ーのようなその他の電子機器に対しても当然に実施可能である。
【００３９】
　さらに、電子機器は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではそ
の要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。さらに、上記実施形態に開
示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより種々の発明を形成できる。例えば
、実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。更に、異なる
実施形態に亘る構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【符号の説明】
【００４０】
１１…テレビ、２１…液晶パネル、２２…導光体、２２Ａ…側面、２３…フロントカバー
、２３Ａ…前方部、２３Ｂ…側面部、２４…バックカバー、２４Ａ…後方部、２４Ｂ…側
面部、２５…中間部材、２６…基板、２７…第１ねじ、３３…第１断熱材、３４…第２断
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熱材、４２…基材

【図１】 【図２】
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【手続補正書】
【提出日】平成24年3月26日(2012.3.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液晶パネルと、
　前記液晶パネルの後方で、前記液晶パネルと向かい合った導光体と、
　前記液晶パネルの前方を覆った金属製で枠状のフロントカバーと、
　前記導光体の後方を覆った金属製のバックカバーと、
　前記フロントカバーと前記バックカバーとの間の位置で、前記フロントカバーと前記バ
ックカバーとに当接して設けられるとともに、前記導光体の側面と向かい合った金属製の
中間部材と、
　ねじによって前記中間部材の内面に直接密着するように固定されるとともに、複数のＬ
ＥＤが実装された基板と、
　前記液晶パネルと前記フロントカバーとの間に介在された第１断熱材と、
　前記液晶パネルと前記中間部材との間に介在された第２断熱材と、
　を備えた電子機器。
【請求項２】
　液晶パネルと、
　前記液晶パネルの後方で、前記液晶パネルと向かい合った導光体と、
　前記導光体の後方を覆った金属製のバックカバーと、
　前記液晶パネルの前方を覆った枠状の前方部と、前記バックカバーと当接されるととも
に前記導光体の側面と向かい合った側面部と、を有した金属製のフロントカバーと、
　ねじによって前記側面部の内面に直接密着するように固定されるとともに、複数のＬＥ
Ｄが実装された基板と、
　前記液晶パネルと前記前方部との間に介在された第１断熱材と、
　前記液晶パネルと前記側面部との間に介在された第２断熱材と、
　を備えた電子機器。
【請求項３】
　第１面と、この第１面とは反対側に設けられた第２面とを有した液晶パネルと、
　前記液晶パネルの前記第２面側で、前記液晶パネルと向かい合った導光体と、
　前記液晶パネルの前記第１面側を覆った金属製で枠状の第１カバーと、
　前記液晶パネルの前記第２面側から前記導光体を覆った覆部と、前記第１カバーと当接
されて前記導光体の側面と向かい合った側面部と、を有した金属製の第２カバーと、
　ねじによって前記側面部の内面に直接当接するように固定され、複数のＬＥＤが実装さ
れた基板と、
　前記液晶パネルと前記第１カバーとの間に介在された第１断熱材と、
　前記液晶パネルと前記側面部との間に介在された第２断熱材と、
　を備えた電子機器。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３９】
　さらに、電子機器は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではそ
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の要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。さらに、上記実施形態に開
示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより種々の発明を形成できる。例えば
、実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。更に、異なる
実施形態に亘る構成要素を適宜組み合わせてもよい。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［１］
　液晶パネルと、
　前記液晶パネルの後方で、前記液晶パネルと向かい合った導光体と、
　前記液晶パネルの前方を覆った金属製で枠状のフロントカバーと、
　前記導光体の後方を覆った金属製のバックカバーと、
　前記フロントカバーと前記バックカバーとの間の位置で、前記フロントカバーと前記バ
ックカバーとに当接して設けられるとともに、前記導光体の側面と向かい合った金属製の
中間部材と、
　前記中間部材の内面に密着して設けられるとともに、複数のＬＥＤが実装された基板と
、
　を備えた電子機器。
［２］
　前記液晶パネルと前記フロントカバーとの間に介在された第１断熱材と、
　前記液晶パネルと前記中間部材との間に介在された第２断熱材と、
　を備えた［１］に記載の電子機器。
［３］
　液晶パネルと、
　前記液晶パネルの後方で、前記液晶パネルと向かい合った導光体と、
　前記導光体の後方を覆った金属製のバックカバーと、
　前記液晶パネルの前方を覆った枠状の前方部と、前記バックカバーと当接されるととも
に前記導光体の側面と向かい合った側面部と、を有した金属製のフロントカバーと、
　前記側面部の内面に密着して設けられるとともに、複数のＬＥＤが実装された基板と、
　を備えた電子機器。
［４］
　前記液晶パネルと前記前方部との間に介在された第１断熱材と、
　前記液晶パネルと前記側面部との間に介在された第２断熱材と、
　を備えた［３］に記載の電子機器。
［５］
　第１面と、この第１面とは反対側に設けられた第２面とを有した液晶パネルと、
　前記液晶パネルの前記第２面側で、前記液晶パネルと向かい合った導光体と、
　前記液晶パネルの前記第１面側を覆った金属製で枠状の第１カバーと、
　前記液晶パネルの前記第２面側から前記導光体を覆った覆部と、前記第１カバーと当接
されて前記導光体の側面と向かい合った側面部と、を有した金属製の第２カバーと、
　前記側面部の内面に当接され、複数のＬＥＤが実装された基板と、
　を備えた電子機器。
［６］
　前記液晶パネルと前記第１カバーとの間に介在された第１断熱材と、
　前記液晶パネルと前記側面部との間に介在された第２断熱材と、
　を備えた［５］に記載の電子機器。
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